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   都道府県 

 各 指定都市 子ども・子育て支援制度担当部局 御中 

   中 核 市 

 

 

                       こども家庭庁成育局保育政策課 

 

 

処遇改善等加算に関する FAQ（よくある質問）（第３版）について 

 

 

 平素より、子ども・子育て支援の推進にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。 

 別添のとおり、「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）（第３版）」をとり

まとめましたので、送付いたします。 

 また、下記のとおりお知らせするので、本内容について御了知いただくととも

に、各都道府県におかれましては、管内市区町村（指定都市・中核市を除く。）への

周知をお願いいたします。 

 

記 

 

１．これまでのFAQと本FAQの関係について 

  令和７年度においては、処遇改善等加算の一本化により、「施設型給付費等に

係る処遇改善等加算について」（令和７年４月11日こ成保296、７文科初第250

号）を策定し、併せて「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」（令和

５年６月７日こ成保39、５文科初第591号）を廃止したところ、FAQについても、 

  ① 公定価格に関するFAQ（よくある質問）（第27版） 

  ② 技能・経験に応じた追加的な処遇改善（処遇改善等加算Ⅱ）に関するFAQ

（よくある質問）（Ver.８）【研修修了要件に係る部分を除く。】 

の内容を整理し、本FAQにおいて改めてお示しすることとしています。 

  なお、 

  (ｱ) 見直し前の処遇改善等加算の運用（例：起点水準の解釈等）に係るFAQ 

  (ｲ) 制度発足直後の周知を目的としたような、現時点では不要と思われるFAQ 

は、本FAQには載せない整理としています。 

  また、上記①②に掲載している、見直し前の処遇改善等加算の取扱いは、追っ

て整理の上、廃止する予定です。 

 

  本FAQの第３版では、上記①②のFAQに掲載されている内容で、本FAQにおいても

速やかにお示しする必要があるものについて、概ね掲載を終えたところですが、

ご不明な点等ありましたらお問い合わせください。 

 



 

２．今後の通知等の改正等の予定について 

  上記通知の廃止及び創設に伴い、以下の通知等について改正又は廃止（同旨の

通知の策定）が必要となりますが、処遇改善等加算Ⅱ→処遇改善等加算（区分

３）等の名称の変更に伴う改正のみで、内容を実質的に変更することは予定して

いないため、当面の間は、適宜読み替えて運用をお願いいたします。 

 

 （通知） 

  ○ 施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件について（令

和元年６月24日府子本第197号、元初幼教第８号、子保発0624第１号） 

  ○ 子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費

の経理等について（平成27年９月３日府子本第254号、雇児発0903第６号） 

 

 （事務連絡） 

  ○ 技能・経験に応じた追加的な処遇改善（処遇改善等加算Ⅱ）に関するFAQ

（よくある質問）（Ver.８）【研修修了要件に係る部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

こども家庭庁成育局保育政策課公定価格担当室 

TEL: 03-6858-0126 


